
 

・茅ヶ崎市総合計画    ・茅ヶ崎市国土強靭化地域計画    ・ちがさき都市マスタープラン  

・茅ヶ崎市地域防災計画  ・茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画  ・茅ヶ崎市空家等対策計画     他関連計画等 
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１．計画の目的等 

２．耐震化の現状及び課題 

（１）建築物の種類別 

の耐震化率の推移 

 耐震化率は上昇傾向で推移しています。しかし、近年の上昇傾向は鈍化しています。 

 

（２）木造住宅の補助 

実績及び耐震化の 

主な課題 

 令和３年度末までに耐震診断１，１２４件、耐震改修３３７件の補助を行いました。 

 

 

３．耐震化の計画期間及び目標 

（１）計画期間 令和５年度 から 令和１２年度 までの ８年間 

（２）耐震化の目標  

４－１．耐震化のための施策体系 

耐震化を促進する 

ための施策体系 

 

４－２．拡充及び新規の施策 

（１）拡充施策 ・国や県の補助制度の活用：「総合支援メニュー」の検討（補強設計等＋耐震改修工事のセット） 

・木造住宅の耐震化   ：補助対象の拡充の検討（所有かつ
・・

居住→所有又
・
は
・
居住） 

・耐震シェルター等   ：補助対象の拡充の検討（耐震ベッド等も可） 

（２）新規施策 ・木造住宅の耐震化   ：除却補助制度の検討（耐震診断の結果が耐震性無しの場合に限定） 

 ・屋根瓦の耐震対策   ：法改正に伴う周知・指導 

（１）計画の目的 本計画は、昭和５６年５月３１日以前（旧耐震基準）の既存建築物の耐震化を図るこ

とにより、建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進し、まち全体の防災力

を高め、地震による災害から市民の生命及び財産を守ることを目的とします。 

（２）計画の位置付け  

（３）計画改定の理由 茅ヶ崎市耐震改修促進計画の計画期間（平成２８年度～令和４年度）の終了に伴い、

当該計画を改定します。 

今回の改定では、上記（２）の「国の基本方針」及び「神奈川県耐震改修促進計画」

の改正等を踏まえ、本市の耐震化の現状及び進捗状況を検証・分析し、課題等を整理す

るとともに、新たな計画期間及び耐震化の目標等を定めます。 

茅ヶ崎市耐震改修促進計画  概要版  

 Ｒ４時点 Ｈ１８ 

当初 現状 目標 

○住宅 ８９．３％ ９５％ ６５．４％ 

△多数の者

が利用す

る建築物 
９０．０％ ９５％ ８７．０％ 

◇危険物の

貯蔵場等 ７３．９％ ９５％ ６１．０％ 

□避難路沿

道建築物 ８９．４％ ９５％ ８０．０％ 

＊公共 

建築物 ９２．６％ １００％ ８５．０％ 

 

 

               

・各種施策の実施 
・周知、啓発の継続 

・施策の検証 
・計画の見直し 等 

耐震化率の 
進捗管理 

本計画 改定 

○住宅 

△多数の者が利用する建築物 
おおむね解消 

耐震化率９５％ 

耐震化率１００％ ＊公共建築物 

＝目 標＝ 

＝目 標＝ 

耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物 おおむね解消 

令和７年度 

令和１２年度 

令和５年３月 

ア 啓発資料・ホームページを活用した普及啓発 

イ 民産官協働による普及啓発 

ウ セミナー・講習会の開催 

エ 防災マップ等の活用       

ア 市民相談体制等の充実 

イ 耐震診断技術者の養成等への協力 

ウ リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

エ 自主防災組織との連携 

オ 情報収集の継続 

ア 国や県の補助制度の活用【拡充】 

イ 木造住宅の耐震化【拡充・新規】 

ウ 非木造住宅の耐震化 

エ 民間特定建築物の耐震化 

オ 税の特例措置 

ア 落下物対策 

イ 天井脱落対策 

ウ ブロック塀等の安全対策 

エ 家具の転倒防止対策 

オ エレベーターの安全対策 

カ 宅地の液状化対策 

キ 耐震シェルター等設置への支援【拡充】 

ク 感震ブレーカー設置への支援 

ケ 屋根瓦の耐震対策【新規】 

(２)環境整備 

建築物の所有者が耐震化に取り組 

みやすくするための環境整備 

(１)周知・啓発 

建築物の地震に対する安全性の向 

上に関する啓発及び知識の普及 

(３)耐震化を促進するための施策 

耐震化を加速させる各種補助制度 

や支援策 

(４)その他の地震時における安全施策 

耐震化以外の地震時における建築 

物等の安全対策 

◇危険物の貯蔵場等の建築物 

□避難路沿道の建築物 

【耐震化の主な課題】 

茅ヶ崎市耐震改修促進計画 
（平成２０年３月策定）（平成２８年３月改訂）（令和２年１２月改訂）（令和５年３月改定） 

用途 

等 

・高額な工事費用や工期 

・耐震化の認識不足及び 
補助制度の充実 

・所有者高齢化による様々な課題 



発行 茅ヶ崎市都市部建築指導課 

令和５（２０２３）年３月発行 ２００部作成 

５．推進体制 

市の推進体制 市及び茅ヶ崎たいあっぷ推進協議会と連携し、耐震化を計画的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎たいあっぷ推進協議会とは・・・ 

地震による被害を防止、軽減させ、市民の安全・安心を確保することを目的に平成２１年度に 

設立された茅ヶ崎市耐震改修推進協議会の愛称です。 

本協議会は、民（市民）・産（事業者）・官（行政）の方により構成され、建築なんでも相談会や 

家具の転倒防止対策、地震対策に関する普及・啓発活動を行っています。 

   【協議会愛称の変遷】※国の基本方針や県計画の変遷に合わせて変更しています。 

平成２１年度～「茅ヶ崎たいあっぷ９０推進協議会」 
平成２８年度～「茅ヶ崎たいあっぷ９５推進協議会」 
令和 ５年度～「茅ヶ崎たいあっぷ推進協議会」 

 

連絡 調整 

 

 

神奈川県耐震改修促進計画の推進 

 

神奈川県 ＋ 県内３３市町村 

 

 

 

茅ヶ崎市耐震改修促進計画の推進 

 

民（市民） 

産（事業者） 

官（行政） 

茅ヶ崎市耐震改修推進協議会 
(茅ヶ崎たいあっぷ推進協議会) 

 
茅ヶ崎市 関係各課 

茅ヶ崎市耐震改修促進計画 
に関する連絡調整会議 

神奈川県建築物耐震化促進協議会 

連携 

協 
働 

たいの「あっぷ君」 

協議会のマスコット 

令和５年３月 


